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第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成24年
   ７月１日
至 平成24年
   12月31日

自 平成25年
   ７月１日
至 平成25年
   12月31日

自 平成26年
   ７月１日
至 平成26年
   12月31日

自 平成24年
   ７月１日
至 平成25年
   ６月30日

自 平成25年
   ７月１日
至 平成26年
   ６月30日

売上高 (千円) 392,161 336,255 312,545 678,500 627,148

経常利益 (千円) 22,559 27,309 43,851 17,840 53,918

中間(当期)純利益 (千円) 21,606 26,356 42,897 11,423 52,011

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数
   （普通株式）
   （優先株式）

(株)
 
 

37,375
(30,000)
(7,375)

37,375
(30,000)
(7,375)

37,375
(30,000)
(7,375)

37,375
(30,000)
(7,375)

37,375
(30,000)
(7,375)

純資産額 (千円) 3,827,575 3,842,274 3,910,827 3,817,392 3,867,929

総資産額 (千円) 3,977,156 3,976,199 4,038,524 3,905,233 3,959,544

１株当たり純資産額 (円) 4,669.19 5,109.97 7,444.26 4,305.18 5,989.75

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 720.21 878.54 1,429.93 356.20 1,709.15

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) － － － － －

１株当たり配当額
(普通株式)
(優先株式)
(内、１株当たり中間
配当額)

(円)
(円)
(円)
(円)

－
(－)
(－)
(－)

－
(－)
(－)
(－)

－
(－)
(－)
(－)

200
(－)
(200)
(－)

－
(－)
(－)
(－)

自己資本比率 (％) 96.2 96.6 96.8 97.8 97.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 70,120 75,820 104,645 3,327 54,677

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,002 △11,884 △14,550 19,098 △13,511

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △1,475 － － △1,475

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 91,500 112,268 179,594 49,807 89,498

従業員数
（ほか、平均臨時雇用
者数）

(名)
22 18 15 18 16
(19) (18) (22) (20) (22)

 

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４ 第８期中、第８期、第９期中、第９期及び第10期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】
　

当中間会計期間において、当社及び当社の親会社が営んでいる事業内容に重要な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】
　

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

平成26年12月31日現在

従業員数（名）
15

(22)
 

(注) １．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者（パートタイマー及び嘱託）の当中間会計期間の平均雇用人数であり

ます。

 

(2)労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。尚、労使関係は良好です。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和等により、企業の業況感の改善が進

み、設備投資や雇用は回復傾向にあります。しかしその一方で、個人消費は消費税増税後動きは弱く、また、円

安による資源価格の上昇等により、景気の先行きは不透明な状況にあります。　

こうした中にあって当社は、２ベントグリーン化の促進及び乗用カートの更新など、整備されたコースを、快

適にラウンドしていただける環境を実現しました。また、レストランにおきましては、スチームコンベクション

レンジやマイクロウェーブ解凍器を導入し、余分な油脂の排除や、素材の旨みを逃さない高度な解凍により、一

味違ったお食事の提供に努め好評を得ております。

その結果、当中間会計期間の営業につきましては、来場者数は30,238名（前年同期比90.2％）、売上高は

312,545千円（前年同期比93.0％）となりました。経常利益は43,851千円（前年同期比160.6％）となり、法人

税、住民税及び事業税953千円を差引いた結果、中間純利益は42,897千円（前年同期比162.8％）となりまし

た。　

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、179,594千円と前年同期と比べ

67,325千円（60.0％）の増加となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における営業活動の結果、得られた資金は104,645千円と前年同期と比べ28,824千円

（38.0％）の増加となりました。これは主に税引前中間純利益の増加によるものであります。　

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は14,550千円と前年同期と比べ2,665千円（22.4％）

の増加となりました。これは、固定資産取得によるものであります。　

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における使用はありませんでした。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社の実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に代えて収容実績を記載しております。

（1）  収容実績

ホール数
（H）

前中間会計期間 当中間会計期間

(自 平成25年 7月１日
至 平成25年12月31日)

(自 平成26年 7月１日
至 平成26年12月31日)

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）メンバー ゲスト 合計 メンバー ゲスト 合計

27 179 14,023 19,502 33,525 187 175 12,815 17,423 30,238 172
 

 

（2）  販売実績

区分

前中間会計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

金額（千円） 金額（千円）

ゴルフ場 336,255 312,545
 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、事業等のリスクについて重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

（資産）

当中間会計期間末における流動資産の残高は512,302千円で、前事業年度に比べ71,303千円増加しております。

現金及び預金の増加が主な要因です。固定資産の残高は3,526,222千円で、前事業年度に比べ7,677千円増加してお

ります。有形固定資産の増加が主な要因です。

この結果、資産合計は4,038,524千円となり、前事業年度に比べ78,980千円増加しております。

（負債）

当中間会計期間末における流動負債の残高は109,904千円で、前事業年度に比べ38,222千円増加しております。

前受収益の増加が主な要因です。固定負債の残高は17,792千円で、退職給付引当金の減少により前事業年度に比べ

2,139千円減少しております。

この結果、負債合計は127,697千円となり、前事業年度に比べ36,082千円増加しております。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産の残高は3,910,827千円で、前事業年度に比べ42,897千円増加しております。

繰越利益剰余金の増加によります。

 

(2) 経営成績の分析

当中間会計期間は、来場者数は30,238名（前年同期比90.2%）となり、売上高は312,545千円（前年同期比

93.0％）となりました。営業費用は304,090千円（前年同期比95.0％）となり、この結果営業利益は8,455千円（前

年同期比52.1％）となりました。これは、売上高の減少が主な要因であります。

また、当中間会計期間の経常利益は43,851千円（前年同期比160.6％）となりました。貸付金の受取利息など営

業外収益を35,395千円計上しております。

この結果、法人税、住民税及び事業税を差引いた中間純利益は42,897千円（前年同期比162.8％）となりまし

た。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

「第２［事業の状況］１［業績等の概要］(2) キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間の設備投資の総額は、14,550千円であり、その主なものは、乗用ゴルフカートの購入による物であ

ります。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000

優先株式 8,000

計 88,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年３月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,000 30,000 非上場 (注)１、３、４

優先株式 7,375 7,375 〃 (注)２、３、４

計 37,375 37,375 ― ―
 

(注)  １  普通株式の内容

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

２  優先株式の内容

(1) 普通株式に優先して、１株につき年100円を限度として利益配当（以後「優先配当金」という）を受けま

す。

(2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。

(3) 優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積し

た不足額については優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。

(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。

ただし、下記の場合を除くものとします。

イ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なお

かつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の

時から議決権を有します。

ロ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なお

かつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その

定時総会終結の時から議決権を有します。

(5) 優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式１株につき50万円までは、普通株式の

株主に優先して分配を受けます。

(6) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しませ

ん。

３  定款により下記の通り譲渡制限を行っています。

第11条      当会社の発行する株式は、これをすべて譲渡制限株式とする。

２  当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の決議による承認を要する。

４  単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

年 月 日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減

額(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成26年12月31日 ― 37,375 ― 100,000 ― 1,843,750
 

 

(6) 【大株主の状況】

①所有株式数別

平成26年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社リオグループホールディン
グス

名古屋市中区平和１－15－27 30,594 81.86

クロスプラス株式会社 名古屋市西区花の木３－９－13 44 0.12

株式会社リオスタッフ 名古屋市中区平和１－15－27 28 0.07

東芝テック株式会社 東京都品川区東五反田２－17－２ 22 0.06

杉本食肉産業株式会社 名古屋市昭和区緑町２－20 15 0.04

田中工業株式会社 岐阜県海津郡南濃町津屋2534－１ 14 0.04

ツカサ工機株式会社 西春日井郡西春町中之郷池田43番地 14 0.04

株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町３－98 12 0.03

丹羽鋼業株式会社 名古屋市中川区篠原橋通１－16 12 0.03

高橋設備工業株式会社 名古屋市熱田区天馬町2-5-5 11 0.03

計 ― 30,766 82.32
 

 

②所有議決権数別

平成26年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有
議決権数
(個)

総株主の議決権に対する
所有議決権数の割合(％)

株式会社リオグループホールディン
グス

名古屋市中区平和１－15－27 30,000 100.00

計 ― 30,000 100.00
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 優先株式 7,375
 

 

―
優先的配当を受ける権利を有する優
先株式（注）

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 30,000
 

 

30,000
株主として権利内容に制限の無い、
標準となる株式（注）

発行済株式総数 37,375 ― ―

総株主の議決権 ― 30,000 ―
 

（注）株式の内容につきましては「１株式等の状況(1)株式の総数等②発行済株式(注)」に記載しております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【株価の推移】

当社株式は、非上場であり、該当事項はありません。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１. 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に

基づいて作成しております。

 

２. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(平成26年７月１日から平成26年12月31

日まで)の中間財務諸表について、松田公認会計士事務所により中間監査を受けております。

 

３. 中間連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。

 

１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年６月30日)
当中間会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 89,498 179,594

  売掛金 14,555 7,821

  たな卸資産 11,063 11,788

  短期貸付金 300,000 300,000

  その他 25,881 13,098

  流動資産合計 440,999 512,302

 固定資産   

  有形固定資産 ※1  15,806 ※1  23,816

  無形固定資産 2,659 2,326

  投資その他の資産   

   差入保証金 3,500,023 3,500,023

   その他 55 55

   投資その他の資産合計 3,500,078 3,500,078

  固定資産合計 3,518,544 3,526,222

 資産合計 3,959,544 4,038,524

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 5,328 4,446

  未払金 45,902 25,399

  未払法人税等 1,906 953

  前受収益 - 61,660

  賞与引当金 345 299

  その他 ※2  18,200 ※2  17,146

  流動負債合計 71,682 109,904

 固定負債   

  退職給付引当金 19,931 17,792

  固定負債合計 19,931 17,792

 負債合計 91,614 127,697

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   資本準備金 1,843,750 1,843,750

   その他資本剰余金 2,037,850 2,037,850

   資本剰余金合計 3,881,600 3,881,600

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △113,670 △70,772

   利益剰余金合計 △113,670 △70,772

  株主資本合計 3,867,929 3,910,827

 純資産合計 3,867,929 3,910,827

負債純資産合計 3,959,544 4,038,524
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②【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 336,255 312,545

売上原価 30,403 24,875

売上総利益 305,852 287,670

販売費及び一般管理費 289,622 279,214

営業利益 16,229 8,455

営業外収益 ※1  11,079 ※1  35,395

営業外費用 - -

経常利益 27,309 43,851

税引前中間純利益 27,309 43,851

法人税、住民税及び事業税 953 953

法人税等合計 953 953

中間純利益 26,356 42,897
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③【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 平成25年７月１日　至 平成25年12月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金
資本剰余金合計

その他利益

剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 1,843,750 2,039,325 3,883,075 △165,682 3,817,392 3,817,392

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　 　

剰余金（その他資本

剰余金）の配当
　 　 △1,475 △1,475 　 △1,475 △1,475

中間純利益 　 　 　 　 26,356 26,356 26,356

当中間期変動額合計 ― ― △1,475 △1,475 26,356 24,881 24,881

当中間期末残高 100,000 1,843,750 2,037,850 3,881,600 △139,325 3,842,274 3,842,274
 

 

 当中間会計期間(自 平成26年７月１日　至 平成26年12月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金
資本剰余金合計

その他利益

剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 1,843,750 2,037,850 3,881,600 △113,670 3,867,929 3,867,929

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　 　

剰余金（その他資本

剰余金）の配当
　 　 ― ― 　 ― ―

中間純利益 　 　 　 　 42,897 42,897 42,897

当中間期変動額合計 ― ― ― ― 42,897 42,897 42,897

当中間期末残高 100,000 1,843,750 2,037,850 3,881,600 △70,772 3,910,827 3,910,827
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 27,309 43,851

 減価償却費 6,103 6,872

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,487 △2,139

 受取利息及び受取配当金 △2,739 △2,707

 売上債権の増減額（△は増加） 6,161 6,734

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,702 △724

 仕入債務の増減額（△は減少） 157 △881

 未払金の増減額（△は減少） △6,727 △20,503

 前受収益の増減額（△は減少） 60,997 61,660

 その他 △8,085 11,682

 小計 74,988 103,844

 利息及び配当金の受取額 2,739 2,707

 法人税等の支払額 △1,906 △1,906

 営業活動によるキャッシュ・フロー 75,820 104,645

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △11,884 △14,550

 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,884 △14,550

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △1,475 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,475 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,460 90,095

現金及び現金同等物の期首残高 49,807 89,498

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  112,268 ※1  179,594
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

主な耐用年数は次のとおりであります。

器具備品 ４年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

３．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

     　

４．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資としております。

 

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 
（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。

 

（中間貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している減価償却累計額の額

 

 
前事業年度

(平成26年６月30日)
当中間会計期間
(平成26年12月31日)

有形固定資産の
減価償却累計額

43,734千円 50,274千円
 

　

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 

 
前中間会計期間

(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

受取利息 2,739千円 2,707千円
 

　

　２　減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

有形固定資産 6,103千円 6,540千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　Ⅰ.　前中間会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 30,000 ― ― 30,000

優先株式（株） 7,375 ― ― 7,375

合計（株） 37,375 ― ― 37,375
 

 

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
１株当た
り配当額

基準日 効力発生日

平成25年９月24日
定時株主総会

優先株式 1,475千円 200円 平成25年６月30日 平成25年９月24日
 

（注）配当金の総額の内訳は、第７期累積未払優先配当金737千円（１株当たり100円）、第８期優先配当金

737千円（１株当たり100円）であります。

 

　Ⅱ.　当中間会計期間（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 30,000 ― ― 30,000

優先株式（株） 7,375 ― ― 7,375

合計（株） 37,375 ― ― 37,375
 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間会計期間

(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

現金及び預金勘定 112,268千円 179,594千円

現金及び現金同等物中間期末残高 112,268千円 179,594千円
 

 

（リース取引関係）

　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　Ⅰ.　前事業年度(自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

   (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(資産)    

(1) 現金及び預金 89,498 89,498 －

(2) 売掛金 14,555 14,555 －

(3) 短期貸付金 300,000 300,000 －

(4) 差入保証金 3,500,023 3,500,023 －

(負債)    

(1) 買掛金 5,328 5,328 －

(2) 未払金 45,902 45,902 －

(3) 未払法人税等 1,906 1,906 －
 

 

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(資産)

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(4)差入保証金

差入保証金については、回収見込み額により時価を算定しております。

(負債)

(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

　Ⅱ.　当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

   (単位：千円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(資産)    

(1) 現金及び預金 179,594 179,594 －

(2) 売掛金 7,821 7,821 －

(3) 短期貸付金 300,000 300,000 －

(4) 差入保証金 3,500,023 3,500,023 －

(負債)    

(1) 買掛金 4,446 4,446 －

(2) 未払金 25,399 25,399 －

(3) 未払法人税等 953 953 －

(4) 未払消費税等 5,503 5,503 －
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(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(資産)

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(4)差入保証金

　　差入保証金については、回収見込み額により時価を算定しております。

(負債)

(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  前中間会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

　当社は、ゴルフ場事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。

 

  当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

　当社は、ゴルフ場事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。

 

【関連情報】

  前中間会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

１．サービスごとの情報

　　　　　　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

　　　　　(1)売上高

　　　　　　当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

　　　　(2)有形固定資産

　　　　　　当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

 

３.主要な顧客ごとの情報
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特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略してお

ります。

 

  当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

１．サービスごとの情報

　　　　　　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

　　　　　(1)売上高

　　　　　　当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

　　　　(2)有形固定資産

　　　　　　当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

 

３.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略してお

ります。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  前中間会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

　該当事項はありません。

 

  当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  前中間会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

　該当事項はありません。

 

  当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  前中間会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

　該当事項はありません。

 

  当中間会計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 

項目
前事業年度

(平成26年６月30日)
当中間会計期間
(平成26年12月31日)

(1) １株当たり純資産額 5,989円75銭 7,444円26銭

 (算定上の基礎)   

  純資産の部の合計額（千円） 3,867,929 3,910,827

  差額の主な内訳   

  残余財産の優先分配額（千円） 3,687,500 3,687,500

  優先株式の配当（千円） 737 －

  普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（千円） 179,692 223,327

  普通株式の発行済株式数（株） 30,000 30,000

  普通株式の自己株式数（株） － －

  １株当たり純資産額の算定に用いられた
  中間期末(期末)の普通株式の数（株）

30,000 30,000
 

　

項目
前中間会計期間

(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

(2) １株当たり中間純利益金額 878円54銭 1,429円93銭

 (算定上の基礎)   

  中間純利益金額（千円） 26,356 42,897

  普通株主に帰属しない金額（千円） － －

  普通株式に係る中間純利益金額（千円） 26,356 42,897

  普通株式の期中平均株式数（株） 30,000 30,000
 

(注) 中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益には、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

特記すべき事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第９期(自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) 平成26年９月30日東海財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成27年３月20日

株式会社リオフジワラカントリー

取  締  役  会  御中

 

松田公認会計士事務所
 

  公認会計士   松田　茂樹   ㊞
 

 

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社リオフジワラカントリーの平成26年７月１日から平成27年６月30日までの第10期事業年度の中間会計期間(平成26年

７月１日から平成26年12月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、

私に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表

示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施する

ことを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及

び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連

する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社リオフジワラカントリーの平成26年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成26年

７月１日から平成26年12月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

 

利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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